
令和 8年度 福井大学 看護師特定行為研修 共通科目受講促進事業募集要項 

 

 

 

1. 事業の趣旨と目的 

本事業は、厚生労働省の「看護師の特定行為研修修了者の加速的養成のための共通科目受講

促進事業」に基づき、福井大学看護キャリアアップ部門が実施するものである。 

看護師が特定行為研修の「共通科目」を前倒しで受講できることにより、受講負担の軽減を図ると

ともに、2040 年に向けて質が高く効率的な医療を提供するために必要な特定行為研修を修了した

看護師の養成を促進することを目的としている。 

 

 

2. 概要 

本事業は、特定行為区分に共通して必要とされる能力を身につけるための共通科目を先行して受

講することができる。 

受講科目は以下の通りである。 

        受講必須科目＜臨床病態生理・臨床推論・フィジカルアセスメント＞ 

        受講選択科目＜臨床薬理学・疾病・臨床病態概論・医療安全学/特定行為実践＞ 

※なお、本事業においては、E ラーニングの聴講を受講とみなす。ただし、科目修了には別途、

筆記試験に合格する必要がある。また、科目によっては、筆記試験の受験にあたり、演習や

OSCEへの参加・合格を要する場合がある。 

     

 

 本事業の性質上の特記事項： 本事業は共通科目の先行受講を目的とした特別プログラムである

ため、選抜試験、入学式、および修了式は実施しない。 

【募 集 期 間：令和 8 年 5 月 21 日（木）～27 日（水）】 

【受講開始日 ：令和 8年 6月 1日（月）】  

【受 講 期 限：令和９年２月 19日（金）】 

 

 

3. 募集定員および対象者 

  募集定員： 5〜6名（先着順に受付）  

  対象： 福井大学医学部附属病院および県内医療福祉介護施設に勤務する看護師 

  応募資格（必須条件） 

   1. 看護師免許を有すること。 

   2. 看護師免許取得後、通算 3年以上の実務経験を有すること。 

   3. 本事業修了後、2年以内に特定行為研修（区分別科目等を含む本研修）を受講する明確な意

思があることが望ましい。 

 



 

4. 受講料について 

  本事業を 2026年度に受講する際は無料とする。ただし、2027年度以降に特定行為研修及び

認定看護師教育課程を受講する場合には、各課程に定める通常受講料と同等の費用が発生す

る。 

◎共通科目：７００００円/科目   

◎区分別科目：別途必要 

  

 

 5. 申請方法 

受講希望者は、所定のオンラインエントリーより申請する。申請内容を確認後、担当教員より受講の

連絡が送られる。 

 

 

6. 修了要件および履修証明書の発行 

修了条件：必須科目である「臨床病態生理」「臨床推論」「フィジカルアセスメント」の３科目すべて

を受講すること。そのうえで、所定の筆記試験のうち１科目以上合格することを条件とする。 

履修証明書の発行：研修終了後、特定行為研修管理委員会での審査・承認を経て、修了者には本

学より「履修証明書」を発行する。 

既修得科目の免除：発行された証明書を提示することにより、将来、特定行為研修の本課程を受講

する際に、該当する科目の履修が免除される。 

 

 

7. スケジュール概要 

5月中旬          募集期間    オンラインフォーム受付（当日消印有効） 

5月下旬          受講決定通知    本人宛に選考結果を通知 

6月 1日          開講開始     eラーニング等による学習開始 

11月中旬          意向調査          R9年度以降の受講について面談 

12月上旬          振り返り      学修の振り返りと未習得事項の確認 

1月上旬           意向調査          R9年度以降の受講準備 

２月上旬            修了判定         科目試験及び特定行為研修管理委員会による審査 

3月末            履修証明書発行     

※日程は現時点の予定であり、変更となる可能性がある。  

              ※詳細は次項参照 

問い合わせ先： 福井大学看護キャリアアップ部門 

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3  

TEL：0776-61－8673  

E-mail：nmisato@ｕ-fukui.ac.jp 

担当者：高森巳早都 

mailto:nmisato@ｕ-fukui.ac.jp


令和 8年度特定行為共通科目受講スケジュール及び修了条件 

 

修了条件 

本研修の修了には、「臨床病態生理・臨床推論・フィジカルアセスメント」

の３科目について、E ラーニングを受講し、所定の筆記試験に合格すること

が必要です。今年度内の演習・OSCE（客観的臨床能力試験）への参加は

任意ですが、「フィジカルアセスメント」と「臨床推論」の筆記試験を受験する

ためには、演習・OSCEの合格が必須条件となります。 
 

日付 項目 受講・修了要件 

6月 1日(月) E ラーニング受講開始 

【受講必須科目】 

臨床病態生理・臨床推論・フィジカルアセスメント 

 

【受講選択科目】 

臨床薬理学・疾病・臨床病態概論・医療安全学/特

定行為実践 

6月 10日(水) 

 

8月 27日(木) 

 

 

9月 24日(木） 

 

10月 2日(金) 
 

臨床推論 演習 

 

フィジカルアセスメント

演習 

 

OSCE 

 

エコー演習 

希望者のみ（e ラーニング受講済みが条件） 

 

希望者のみ（e ラーニング受講済みが条件） 

 

 

希望者のみ（演習に出席済みが条件） 

 

希望者のみ（e ラーニング受講済みが条件） 

2月上旬 筆記試験 

【受講必須科目】 

・臨床病態生理は全員必須 

・フィジカルアセスメントと臨床推論は OSCE合格

者のみ受験可能 

 

【受講選択科目】 

・ラーニング受講済み科目試験  

参考資料 


